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京都府保育⼠修学資⾦
⼿引き

令和７年度

貸付��者
 令和7年４⽉に保�⼠�成��に��する��び在�している�

�成��への申�書�の提�期�・申���
 書�の提�期�については、��の担当者にご��ください。

�成��を�じての申�となります。
 

【申請者⽤】

この���金は、保�⼠の�成��に在�し、保�⼠の���得を⽬指す�に�し、
��のための�金を�利�で貸し付ける制度です。

養成施設によって申請⽅法や期間は異なりますので、必ず在学する学校へ期限等を
ご確認ください。�

※
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01 ⼤事なポイント

修学資⾦を希望する学⽣の⽅へ

申請を希望される⽅は、この⼿引きを⼗分お読みになった上で申請してください。

修学資⾦は貸付制度（借りるもの）です

連帯保証⼈が必要です

�お⾦がもらえる制度ではありません。原則、返還（＝返済）していただくものです。
�ただし、⼀定の要件を満たした場合に限り、返還が全額免除されます。
�要件については、P.9の「返還猶予・返還免除」をご覧ください。
�修学資⾦を借りるのは申請者ご⾃⾝です。「借りる」という⾃覚を持って申請してください。

成⼈、未成年にかかわらず、修学資⾦の貸付を受けるには、連帯保証⼈は2名必要です。
未成年が貸付を申請する場合は、連帯保証⼈2名のうち1名は法定代理⼈（親権者・後⾒⼈）とし
てください。
ただし、法定代理⼈が連帯保証⼈の要件を満たさない場合は、別にもう2名、要件を満たす連帯
保証⼈を設定する必要があります。

【ご注意ください】
・連帯保証⼈は借受⼈と同じ債務を負います。
・借受⼈が返還を怠った場合は、連帯保証⼈に即時全額返還していただきます。
・連帯保証⼈を依頼する⽅には、この内容を詳しく説明してください。

貸付には審査があります

貸付申請者に対し、厳正な審査を⾏います。審査結果によっては貸付けができない場合もありま
すので、ご了承ください。

養成学校の推薦が必要です

申請は、在学している養成施設にて書類を取りまとめます。養成施設の推薦も必要となりますの
で、学校の申込期限を確認のうえ、余裕をもって学校の担当窓⼝に申請してください。

⼊学前に修学資⾦は振り込まれません

修学資⾦は、養成施設⼊学後に学校を通じて京都府社会福祉協議会（以下、府社協という。）へ
の申請ができます。審査の結果、貸付のご案内があった⽅のみ、府社協と契約⼿続きを⾏った
後に修学資⾦が振り込まれます。

3



02 保育⼠修学資⾦貸付について

⽬的

対象者

指定養成施設に在学し、保育⼠の資格の取得をめざす学⽣に対して修学のための
資⾦を無利⼦で貸し付ける制度です。

養成施設を卒業後、保育⼠の資格を取得・登録し、京都府内の保
育施設等に就職を希望されている⽅が申請対象となります。

貸付対象者：下記①〜⑥の要件をすべて満たす⽅

�①�

�②�
�③�
�
�④
�⑤

申請
養成施設に⼊学後、養成施設を通じて⾏います。

4

令和7年4⽉1⽇時点で⽂部科学⼤⾂・厚⽣労働⼤⾂・都道府県知事が指定した
養成施設（⼤学、短期⼤学、専⾨学校)に⼊学した⽅または在学している⽅
養成学校を卒業後、京都府内の保育施設等で従事する意思のある⽅
優秀な学⽣であり、保育⼠資格取得に向けた向学⼼があると養成学校⻑が推薦
する⽅�
修学に際し、家庭の経済状況等から真に貸付が必要と認められる⽅
京都府以外の都道府県等から修学資⾦の貸付を受けていない⽅



03 貸付内容

貸付額

利⼦
無利⼦
※ただし、正当な理由なく返還計画より遅れると延滞利息（年3．0％）がかかります。

5

貸付期間
養成施設に在学する期間
正規の修学期間。留年や卒業延期の場合は、正規の修学期間として認められません。

①�修学資⾦ ⽉額5万円以内

②�⼊学準備⾦ 20万円以内（初回振込時に送⾦）

③�就職準備⾦ 20万円以内（卒業年度に内定通知書提出後に送⾦）

④�就職準備⾦ 20万円以内
 ※

⑤

◆通信課程で修学する場合は修学に必要とする額（⼊学⾦、学費〔授業料、実習費、
教材費〕）が限度となります。

返還免除対象施設で働きながら修学する⽅は、就職準備⾦の貸付を
受けることはで�きません。

※

修学資⾦の貸し付けを受けていない者で最終学年度に申請、修学資⾦の
貸付⼿続き案内の通知を受け必要書類を提出後、送⾦

⽣活費加算�貸付申請時の年齢及び居住地に対応する⽣活扶助基準の居宅（第1類）に
掲げる額
※申請できるのは、⽣活保護世帯⼜はそれに準ずる経済状況の世帯の⽅のみです。
※⽣活費加算については貸付できる額は�2�年間を限度とします。



04 他の貸付⾦との併給

修学のために必要な範囲であれば、他の奨学⾦との併給が可能ですが、財源に国
庫補助が含まれるものや本貸付と同様の⽬的を持つもの等、併給出来ない貸付も
あります。なお、貸付の趣旨が異なる他の制度（例：⺟⼦家庭⾃⽴⽀援給付⾦）
との併給は可能です。

※

※

◆併給が可能なもの

・⽇本学⽣⽀援機構貸与型奨学⾦
・あしなが育英会奨学⾦
・⽇本政策⾦融公庫の教育ローン
・施設等退所児童⾃⽴⽀援資⾦貸付
・⾼等職業訓練促進給付⾦
・⺟⼦家庭⾃⽴⽀援給付⾦ など

◆併給ができないもの

・他の修学資⾦貸付制度
・⽣活福祉資⾦
・⺟⼦⽗⼦・寡婦福祉資⾦
・離職者訓練による介護福祉⼠訓練
・ひとり親家庭⾼等職業訓練促進資⾦ など

6

保育⼠修学資⾦等貸付の返還が必要となった場合は、両⽅の貸付⾦を同時に返
還していくこととなりますので、貸付を希望する場合は⼗分ご注意ください。
教育訓練給付⾦（⼀般・専⾨）を利⽤する場合は、必要経費から給付⾦額を引
いた差額のみ貸付可能です。



⼊学⾦ 授業料

必要な経費 A D

授業料等減免額 B E

⾃⼰負担額（申請上限額） C（A-B） F（D-E）

05 ⾼等教育の修学⽀援新制度との併⽤

⾼等教育の修学⽀援新制度と併⽤される⽅は、申請時に⾼等教育の修学⽀援新制度
の利⽤⽬安額を経費等確認書にて申告していただき、経費等確認書を基に、府社協
が審査した⾦額で貸付を案内します。
基本的には、必要経費から⾼等教育の修学⽀援新制度の額を引いた⾦額になりま
す。
⾼等教育の修学⽀援新制度における給付型奨学⾦を利⽤される⽅は⽣活費加算の申
し込みが出来ません。

⾼等教育の修学⽀援新制度を利⽤される⽅については、授業料等減免額及び給付型
奨学⾦額の決定後に貸付の決定を⾏うので、審査期間が⻑くなります。そのため通
常よりも送⾦に時間がかかります。

⾼等教育の修学⽀援新制度の⽀給を受ける場合は、下記の取扱いとなります。

7

⾃⼰負担額の算出
⾃⼰負担額については、提出いただく経費等確認書にて計算します。

※⼊学準備⾦の貸付申請額は、上記⾃⼰負担額（C）を上限とします。
※修学資⾦の貸付申請額は、上記⾃⼰負担額（F）を上限とします。

・

・

・

※



06 返還

借受⼈が下記のいずれかに該当する場合は、貸付契約を解除します。

貸付契約の解除

下記のいずれかに該当する場合は、貸付⾦を全額返還していただきます。
�（返還免除や返還猶予の場合を除く。）

返還

�保育⼠修学資⾦の契約が解除されたとき
�養成施設を卒業した⽇から1年以内に保育⼠の登録をしなかったとき
�卒業後、京都府内の保育施設等において従事しなかったとき
�京都府内の保育施設等において従事する意思がなくなったとき
�業務外の事由により死亡し、⼜は⼼⾝の故障により業務に従事できなくなっ
たとき
�提出書類の届出義務を怠ったとき

返還の⽅法

�①�⼀括返還 ⽀払期限は返還の事由が発⽣した⽉の翌⽉末までです。
�②�分割返還 ⽀払期限は最⻑で貸付期間の2倍の期間⼜は5年以内です。
� ※返還期限を過ぎると残りの元⾦に対して延滞利⼦が発⽣します。

退学したとき
⼼⾝の故障のため修学を継続する⾒込みがなくなったと認められるとき
�学業成績が著しく不良になり、進級⼜は所定の修学期間内での卒業ができな
いと認められるとき
死亡したとき
貸付期間中に借受⼈が貸付契約の解除を申し出たとき
その他貸付けの⽬的を達成する⾒込みがなくなったと認められるとき

下記の⽅法から選んでいただき、原則、返還の事由が発⽣した⽉の翌⽉から返還
開始となります。

8

�①
�②
�③�

�④�
�⑤�
�⑥�

�①
�②
�③�
④
�⑤�
�
⑥�
��



修学資⾦の貸付額 貸付期間 必要従事期間 過疎地域・被災県・中⾼年離職者(注1)

120万円以内 1〜4年 5年 3年

120万1円〜180万円 3年 8年 5年

120万1円〜240万円 4年 10年 6年

07 返還猶予、返還免除

返還猶予

返還免除

9

下記①〜④のいずれかに該当する場合は、申請により返還を猶予することができます。
�①
�②
�③

�④�

下記のすべての要件を満たすと、返還は免除されます。
①�
②�
③

④�

養成施設卒業の⽇から1年以内に保育⼠として登録
京都府内の保育施設に就職
必要従事期間、保育⼠業務に従事（下記参照）
※従事期間は、保育⼠の登録が完了した⽉から算定します。
※従事期間が5年に満たない場合でも、返還の⼀部が免除される場合があります。
（返還免除に必要な従事期間は、貸付額及び貸付期間による）
府社協が提出を依頼する書類（資格登録届、従事期間証明書等）を遅滞なく提出
したとき

・過疎地域は、「過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法（令和3年法律第19号）第2条第1項」に規定する
区域⼜は同法の規定により過疎地域とみなされる区域
・東⽇本⼤震災における被災県（岩⼿県、宮城県及び福島県に限る）
・⼊学時に45歳以上の者であって、離職して２年以内のものをいう

(注1)

養成施設を卒業後、京都府内で返還免除対象業務に従事しているとき
貸付契約を解除された後も、引き続き当該養成学校に在学しているとき
貸付決定時に在学していた研修施設を卒業後、引き続き他種の養成施設等に在学し
ているとき
災害・疾病・負傷その他やむを得ない事由（出産・育児等も含む）のため休職また
は離職するとき



08 申請〜卒業までの流れ

申�

決�

�業
３⽉

��

※貸付期間が１年の場合は、内定通知書の写しを提出後に就職
準備⾦を送⾦

6⽉上旬頃
養成施設を経由して貸付⼿続きのご案内⼜
は不承認通知を送付

7⽉初旬頃
養成施設を通じて下記の書類を提出
・借⽤証書
・申請者及び連帯保証⼈の印鑑登録証明書

�金
（1年⽬）

7⽉中旬頃：前期分＋⼊学準備⾦

10⽉末：後期分

�金
（2年⽬〜）

4⽉：前期分

10⽉末：後期分

内定後：就職準備⾦

養成校を通じて下記の書類を提出
・卒業届（修学状況等変更届）

※卒業後は、修学⽣本⼈が下記の書類を提出
・業務従事・変更届 ・資格登録届 
・従事期間証明書（毎年）
・返還免除申請書（返還免除要件を満たした場合）

１
年
⽬

２
年
⽬
�

在学している養成施設の担当窓⼝へ、貸付申請書類⼀式を提出

※締切は養成施設の担当窓⼝にご確認ください。

10

※内定通知書の写しを提出後に就職準備⾦を送⾦



09 提出書類

申請者が作成・準備する書類

申請

交付⼿続き

養成施設が作成する書類

①�申請者⼀覧表
②�推薦書

申請者が作成・準備する書類

①�借⽤証書（貸付対象者、連帯保証⼈が⾃署・実印の押印をしてください）
②�印鑑登録証明書（貸付対象者及び連帯保証⼈２名 合計３名分）

貸付申請書
同意書及び宣誓書
貸付に係る確認書
経費等確認書 ※⾼等教育の修学⽀援新制度利⽤者のみ
学校成績証明書（1年⽣は最終卒業学校の証明書、それ以外は前学年の証明書）
住⺠票記載事項証明書（申請者部分のみの記載）
連帯保証⼈（予定者）の前年の所得を証明する書類 
※2名とも必要です
振込⼝座申込・変更 申請書
※⼝座名義は、貸付決定を受けた本⼈（以下、「貸付対象者」と⾔う）の名義以外は
認められません。
振込⼝座の通帳等のコピー
※⾦融機関名、⽀店名、⼝座の種別、⼝座番号、⼝座名義がわかる通帳のコピー⼜
はアプリ・サイトのスクリーンショットを提出してください。
中⾼年離職者に該当する場合は、証明できる書類（離職直前の雇⽤主の発⾏する離
職証明、雇⽤保険受給資格者証のコピーなど）
⽣活費加算を受ける場合は、経済状況が分かる証明として⽣活保護受給証明書、⾮
課税証明書、減免通知書等をご提出ください。また、事前に⾯談を⾏います。
通信課程で本⼈が就業中の場合は、申請者本⼈の前年の所得を証明する書類

11

①�
②
③
④
⑤
⑥
⑦�

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫



09 提出書類

連帯保証⼈について

12

連帯保証⼈は2名必要です。（連帯保証⼈同⼠は別世帯、別⽣計の必要があります）
連帯保証⼈のうち1名は申請者と別世帯、別⽣計の18歳以上の⽅かつ⽣活保護を受
給されていない、または⾮課税者でない⽅
申請者が未成年の場合は、連帯保証⼈2名のうち1名は法定代理⼈（親権者など）と
してください。

・養成施設からまとめて府社協へ申請されます。
・

・府社協にて厳正に審査を⾏います。結果により貸付けできない場合もあります。
・養成施設を通じて、申請者へ貸付の可否通知を送付します。

◆申請⼿続き後の流れ◆

書類の記⼊について

貸付申請書は、申請者がご⾃⾝で記⼊・捺印をしてください。連帯保証⼈欄
は、連帯保証⼈が記⼊・捺印してください。
代筆は認められません。
修正液や修正テープは使⽤不可です。修正する場合は、⼆重線の上に訂正印を
押して、余⽩に改めて記⼊してください。
�訂正が多すぎる場合は、書き直していただくことがあります。
黒のボールペンで丁寧に記⼊してください。
※温度変化によりインキが無⾊になる特殊な性質を持ったペンの使⽤不可
 (例：消せるボールペン)

①

②
③

�
④

①�
②

③

書類の不備や不⾜があった場合は、養成施設を通じて申請者へ連絡し、再提出して
いただきます。提出期限までに再提出されない場合、受付できませんのでご注意く
ださい。



・業務従事・変更届

就業開始

・返還猶予申請書 ・事由を証明する書類

就職活動中等やむを得ない理由

・卒業届（修学状況等変更届） ・卒業証書の写し ・資格登録届 ・保育⼠証の写し

退職した

・返還猶予申請書・事由を証明する書類

卒業後1年以内に就職 卒業後1年以内に就職しなかった

・返還計画承認・変更 申請書

再就職した

再就職しなかった

返還

10 保育⼠資格取得から返還免除までの流れ

１
年
⽬

２
年
⽬
�
５
年
⽬

 ２年⽬〜５年⽬(貸付額によっては5年以上)まで従事した 

・業務従事・変更届

・返還免除申請書

業務開始から5年間（中⾼年離職者⼜は過疎地は3年間）
継続従事した

※貸付期間によっては5年以上の勤務が必要

貸付⾦の全額免除

・返還計画承認・変更 申請書返還

卒業後、1年以内に下記書類の
提出がない場合は返還となり
ます。
・卒業届（修学状況等変更届） 
・資格登録届 
・業務従事・変更届

下記内容に変更が⽣じた場合は、届出が必要です。

・住所⼜は⽒名 ・従事先 ・連帯保証⼈

13

卒
業
後
︑
必
要
書
類
�
提
出
�
�

・従事期間証明書



11 その他

卒業後の⼿続きについて

住所、⽒名の変更⼿続きについて

従事期間証明書の提出について

貸付要綱、⼿引き、各種様式は府社協ＨＰに掲載しています。
必要に応じてダウンロードの上、御利⽤下さい。

14

卒業後の各種⼿続きについては、借受⼈が直接、府社協に⾏います。未提出書類
がある場合は返還が免除されませんので、責任を持って⼿続きを⾏ってくださ
い。

卒業後、府社協から借受⼈への連絡については⽂書にて⾏います。住所⼜は⽒名
が不明な場合は、書類の提出に関するご案内をお送りすることができませんの
で、住所⼜は⽒名に変更があった場合は、事項発⽣時から15⽇以内に府社協に
「住所・⽒名変更届」を提出してください。

その他

卒業後は、毎年、返還免除対象業務に従事したことを証明する「従事期間証明
書」の提出が必要です。
HPからダウンロードした様式⼜は府社協から送付する様式に必要事項を記⼊
し、職場に証明を依頼の上、府社協に提出してください。
返還免除対象業務に従事していても、従事期間証明書の提出がない場合は返還を
求めることとなりますので、ご注意ください。

ダウンロードはこちら



12 よくある質問

15

借⽤証書に押印する実印の印鑑登録をしていません。認印でもいいですか

必ず、印鑑登録済みの実印を押印してください。

連帯保証⼈2名は必ず必要ですか

必ず2名の連帯保証⼈が必要です。

卒業後の従事先は府外でもいいですか

必ず京都府内において保育⼠の資格に基づいた仕事に⽉15⽇以上従事してください。
雇⽤形態は問いません。
府外勤務の場合は貸付⾦は返還となります。

転職すると返還となりますか

転職しても必要な⼿続きを⾏えば、京都府内において保育⼠の資格に基づいた業務に
⽉15⽇以上勤務であれば返還免除要件の対象となります。


